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議案第７２号 

損害賠償の額の決定について 

次のとおり損害賠償の額を決定することについて議会の議決を求める。 

１ 相手方  

住所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  氏名  ○ ○ ○ ○ 

２ 事案の概要 

現在、控訴中の未払時間外勤務手当等請求控訴事件の相手方に対し、未払時間

外勤務手当１，１１６，９２９円に対する遅延損害金を一括して支払うもの 

未払時間外勤務手当の支払完了日 令和７年１０月１４日 

支払内容 上記の支払完了日までの民法所定の年３％の割合による遅延損害金 

３ 損害賠償額 

  金１５８，１９３円 

 

令和７年１０月２１日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

未払時間外勤務手当の遅延損害金に係る損害賠償の額を決定することについて、

地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により、この案を提出するものである。 

 


